
 

一般職の任期付職員の採用等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成 18 年３月 31 日 

岩手県人事委員会       

委員長 及 川 卓 美  

岩手県人事委員会規則第 39 号 

   一般職の任期付職員の採用等に関する規則の一部を改正する規則  

一般職の任期付職員の採用等に関する規則（平成 14 年岩手県人事委員会規則第 28 号）の一部を次のように改正す

る。 

改正前 改正後 

（第２条第２項任期付職員の給料月額の決定等の

特例） 

第８条 新たに第２条第２項任期付職員となった者

の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期

は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用

する場合における当該職員の経験年数に相当する

期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職

したものとみなして、当該さかのぼった日におい

て、初任給等規則別表第６に定める初任給基準表

（以下この条において「初任給基準表」という。）

を適用して得られる初任給（前条第１項の規定の

適用を受ける職員にあっては、同項の規定による

級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試

験欄の区分を適用して得られる初任給）を基礎と

し、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇

格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日

に受けることとなる給料月額及びこれに係る次期

昇給予定の時期の範囲内で決定することができ

る。  

（第２条第２項任期付職員の号給の決定の特例）

 

第８条 新たに第２条第２項任期付職員となった者

の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表

を適用する場合における当該職員の経験年数に相

当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続

き在職したものとみなして、当該さかのぼった日

において、初任給等規則別表第６に定める初任給

基準表（以下この条において「初任給基準表」と

いう。）を適用して得られる初任給（前条第１項

の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規

定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基

準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給）

を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考

慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該

採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲

内で決定することができる。  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

附 則 

 この規則は、平成18年４月１日から施行する。 
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